


用　途 製品例・使用場所

絶縁油
変圧器用 ビル・病院・工場・鉄道車両・船舶等の変圧器

コンデンサー用 変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器、テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー
直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー、医療用Ｘ線装置用コンデンサー

熱媒体（加熱用、冷却用） 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱
集中暖房、パネルヒーター

潤滑油 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤

可塑剤
絶縁用 電線の被覆、絶縁テープ
難燃用 ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂
その他 ニス、ワックス・アスファルトに混合

感圧複写紙
塗料・印刷インキ

ノンカーボン紙（溶媒）、電子式複写紙
印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料

その他 紙等のコーティング、自動車のシーラント、建築用シーリング剤
陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤

　PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
　高圧変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）で処理を行っ
ています。低濃度PCB廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可す
る施設で処理を行っています。



　PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。変圧器（トランス）
とは、ある交流の電圧をそれより高いか、又は低い電圧に変える装置であり、コンデンサーとは、電気を一時的
に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。

　PCB濃度が0.5㎎/㎏を超え5,000㎎/㎏以下のPCB含有廃棄物（可燃性のPCB汚染物等を除く）及び微量
PCB汚染廃電気機器等（PCBを使用していないとする電気機器等であって、数㎎/㎏から数十㎎/㎏程度のPCB
に汚染された絶縁油を含むもの）については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
　橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5㎎/㎏を
超え100,000㎎/㎏以下が低濃度PCB廃棄物となります。

低濃度PCB含有廃棄物の濃度区分イメージ

高濃度
（JESCOでプラズマ

溶融処理）

低濃度
（無害化処理認定施
設等で焼却処理）

【不燃性のPCB汚染物等】
金属、ガラス又は陶磁器など

高濃度
（JESCOでプラズマ

溶融処理）

低濃度

（無害化処理認定施
設等で焼却処理）

【可燃性のPCB汚染物等】
汚泥、紙くず、木くずなど

100,000㎎/㎏

（PCB濃度）

1,100℃以上
で焼却処理

850℃以上
で焼却処理

5,000㎎/㎏



※1 変圧器については、絶縁油の入替や
絶縁油に係るメンテナンスが行われて
いないこと

※2 富士電機製の一部の機器については、
平成6年までに出荷された機器にPCB
汚染の可能性が残るとされています。

※3 変圧器については、製造時に充填
された絶縁油中のPCB濃度であること

該当

該当せず
該当せず

該当

0.5ppm
超

0.5ppm以下

PCBは含有されていません。
引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処理してください。

銘板から高濃度PCB使用
電気機器かどうかを確認

使用中：「高濃度 PCB含有電気工作物」
廃止後：「高濃度 PCB廃棄物」

使用中：「低濃度 PCB含有電気工作物」
廃止後：「微量 PCB汚染廃電気機器等」

製造年を確認
●変圧器：
　平成6年（1994年）以降※1※2

●コンデンサー：
　平成3年（1991年）以降

絶縁油※3を採取
して PCB濃度
を測定



　PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測
定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄
物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB汚染物でないことの判断基準に該当する場合は、産業廃棄物と
して分類されます。汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する
測定方法（第5版）」が示されています。以下のホームページを参照してください。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html
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※ 1　改善命令に違反した者は三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科に処せられます。

高濃度 PCB廃棄物は、定められた処分期間内に必ず処分しなければなり
ません
使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用
を終え、処分する必要があります

島根県での処分までの流れ島根県での処分までの流れ

　高濃度PCB廃棄物またはその可能性がある電気工作物等を発見した場合は、速やかに最寄りの保健所等にご
連絡ください。
（連絡先は、本パンフレットの最終面に記載しています。）
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【　対　象　】

●中小企業者（みなし大企業は除く）
●個人事業主
●中小企業団体等
●常時使用する従業員の数が 100人以下の法人

●個人

収集運搬費用及び処理料金の70％ を軽減します 収集運搬費用及び処理料金の95％ を軽減します

お問い合せ窓口 JESCO中小軽減担当　0120-808-534

※ 2　処分期間の末日の１年後である特例処分期限日（計画的処理完了期限と同じ日）を適用する場合は、PCB特措法に基づき、
確実に特例処分期限日までに JESCOに処分を委託することを約した契約書の写し等を保管の場所を管轄する都道府県及
び政令市の長に届け出る必要があります。

JESCOの処理料金は、PCB廃棄物の種類、重量に応じて、下表のとおりとなっています。

ＰＣＢ廃棄物の種類（いずれも高濃度ＰＣＢ廃棄物） 処理料金

変圧器類
（高圧・低圧変圧器・リアクトル・計器用変成器・放電コイル・整流器等）

総重量 10ｋｇ以上
（3kg以上～ 10kg未満の機器→処理料金

＝30,800円 /kg×1台あたりの総重量 kg※ kg未満は切り捨て）

442千円 /台～
（例　50kgの場合 566千円　
　　100kg の場合 744千円）

コンデンサー類（高圧・低圧コンデンサー・サージアブソーバー等）
総重量 10kg以上

（3kg以上～ 10ｋｇ未満の機器→処理料金
＝30,800円 /kg×1台あたりの総重量 kg※ kg未満は切り捨て）

494千円 /台～
（例　50kgの場合 758千円
　　100kgの場合 1,135千円）

ＰＣＢ油類（夾雑物のないもの） 別途見積もりによる

安定器等・汚染物
（安定器・3kg未満の小型電気機器・感圧複写紙・ウエス・汚泥・

その他の汚染物等）

30,800円 /kg 
（容器重量含む。指定容器の場合は、
所定の金額を差し引いた処理料金）

お問い合せ窓口 JESCO北九州 PCB処理事業所　093-522-8588

処理料金（運搬経費を除く）処理料金（運搬経費を除く）

※高濃度 PCB廃棄物の処理料金が対象です。 消費税は対象外です。
※収集運搬費用の軽減には限度額があります。



低濃度低濃度  PCBPCB  廃棄物の処分期間は廃棄物の処分期間は低濃度 PCB 廃棄物の処分期間は 令和令和99年（年（20272027年）年）33月月3131日日  までまで令和9年（2027年）3月31日 まで

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/index2_2.html





※電気事業法に基づく届出様式については、https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pcb.html#2-2
　をご参照ください。





お問い合せ窓口一覧
●PCB特措法について

管 轄 す る 市 町 村 保健所 住　　　　　所 電話番号
安来市 松江保健所 〒690-0011　松江市東津田町1741-3 0852-23-1318

雲南市、奥出雲町、飯南町 雲南保健所 〒699-1396　雲南市木次町里方531-1 0854-42-9668

出雲市 出雲保健所 〒693-0021　出雲市塩冶町223-1 0853-21-1197

大田市、川本町、美郷町、邑南町 県央保健所 〒694-0041　大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9809

浜田市、江津市 浜田保健所 〒697-0041　浜田市片庭町254 0855-29-5560

益田市、津和野町、吉賀町 益田保健所 〒698-0007　益田市昭和町13-1 0856-31-9554

海士町、西ノ島町、知夫村、
隠岐の島町

隠 岐 支 庁
隠岐保健所 〒685-8601　隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9719

松江市内の事業者の方：松江市廃棄物対策課　0852-55-5671

島根県環境生活部廃棄物対策課
〒690-0887 島根県松江市殿町128番地 島根県庁東庁舎4Ｆ　TEL（0852）22-5261

●電気事業法について
中国四国産業保安監督部　電力安全課
電話  082-224-5742

●高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理について
Ｊ
ジ ェ ス コ

ＥＳＣＯ北九州ＰＣＢ処理事業所
電話  093-522-8588

●中小企業者等の負担軽減措置について
Ｊ
ジ ェ ス コ

ＥＳＣＯ中小軽減担当
電話  0120-808-534

●トランス・コンデンサー等の電気機器全般について
（一社）日本電機工業会
電話  03-3556-5885

●安定器のＰＣＢ含有の有無について
（一社）日本照明工業会 
電話  03-6803-0685

●融資制度について
島根県中小企業課金融グループ
電話  0852-22-5883

制 度 名
内　　　容　　　　　　　具　体　例

まち・ひと・しごと創生資金
（環境対応枠）

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理（運搬を含
む。）及び対象設備の買換えに係る事業

融 資 限 度 設備資金　8,000万円　・　運転資金　5,000万円

資 金 使 途 設備資金　・　運転資金

融 資 期 間
設備資金　12年以内（据置期間1年以内を含む）
　※観光施設等整備枠、地域商業等整備枠の中山間地域商業関連、環境対応枠は15年以内
運転資金　  7年以下（据置期間1年以内を含む）

返 済 方 法 元金均等分割返済

融 資 利 率 責任共有利率　年1.25％（固定）　・　責任共有外利率 年1.10％（固定）　

信用保証の要否 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります（※信用保証の場合は、保証料率　年0.40～1.70％）

担 保 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります

連 帯 保 証 人
法人　取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります
個人　原則として不要

取 扱 期 間 平成30年4月1日～

（注）記載条件は令和2年度のものです。


